
 

 

地域商業・商店街活動応援事業補助金交付要綱  

 
 
（趣旨）  

第１条  県は、地域商業の活性化と持続的発展を図るため、商店街組織、商業者グルー

プ等及び商工団体（以下「商業団体」という。）が行う商店街の収益力向上のための

優れた取組に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。  

２  前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年

埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。  

 

（ 定 義 ）  

第２条  次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

（１）商店街組織  

   商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に規定される商店街振興組合、

 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合、一定  

  の地域において商店が集団形態をとり共同事業等の事業活動を行う団体並びにこれ  

  らの連合会等（市町村区域内で組織されたものに限る）をいう。  

（２）商業者グループ等  

   一定の地域（商店街又は中心市街地若しくは市町村）の中小商業者等が組織する

 グループ等をいう。  

（３）商工団体  

   商工会法（昭和３５年法律第８９号）に規定される商工会及び商工会議所法（昭

 和２８年法律第１４３号）に規定される商工会議所をいう。  

 

（ 事 業 実 施 主 体 ）  

第３条  事業実施主体は、商業団体とする。  

２  前項の規定にかかわらず、様式第 1 号の２（暴力団排除に関する誓約書）の

（１）から（６）のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。既に

事業実施主体に決定している、又は補助金の交付を決定している場合は、これを取り

消し、補助金の一部又は全部を交付している場合は、その返還を求めるものとする。  

 

（補助対象事業等）  

第４条  補助の対象となる事業は、地域商業の活性化と持続的発展を図るために行う、

にぎわい創出の取組、空き店舗の解消に向けた取組、繁盛店の創出に向けた取組及び

インバウンド受入に向けた取組で、事業年度の３月で別に定める日までに完了するも

のとし、経費及び補助率等は、別表のとおりとする。  

 

２  別表に規定する知事が定める対象経費の要件は、次のとおりとする。  

（１）にぎわい創出に向けた取組  

（２）空き店舗の解消に向けた取組  

（３）繁盛店の創出に向けた取組  

（４）インバウンド受入に向けた取組  



 

 

 

３  商業団体の運営改善及び組織強化事業並びに商業団体以外が主催する事業並びに国

庫補助対象事業並びに県の他の補助制度の交付対象となる事業は、除くものとする。  

 

（事業計画書等の提出）  

第５条  補助事業の実施を希望する者は、様式第１号及び様式第１号の２を別に定める

日までに知事に提出するものとする。  

２  補助事業の実施を希望する者は、県から審査等に必要な書類を求められた場合には

適宜提出するとともに、現地調査を求められた場合には対応するものとする。  

 

（事業実施主体の決定）  

第６条  県は、前条の様式第１号及び様式第１号の２の提出があったときは、予算の範

囲内において、補助事業の実施を希望する者の中から優れた企画を提案した者を、別

に定める審査会を開催した上で選定する。  

２  県は、前項により事業実施主体となった者に対して、事業の対象となった旨を様式

 第２号により通知するものとする。なお、事業の対象とならなかった者については、

 様式第３号により通知するものとする。  

３  前項の承認を受けた事業実施主体は、補助金の交付申請手続きを行うこととする。

 なお、承認された事業計画書について、変更、中止又は廃止の必要が生じたときは、  

 速やかに知事に連絡して、その指示に従わなければならない。  

 

（交付申請書の様式等）  

第７条  規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第４号のとおりとする。  

２  前項の申請書の提出期限は知事が別に定めるものとし、その提出部数は１部とす

る。  

３  規則第４条の申請をするに当たって、事業実施主体が課税事業者（免税事業者及び

簡易課税事業者以外）の場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方

消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。以下「消費税等

仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時にお

いて当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。  

 

（交付申請書の添付書類）  

第８条  規則第４条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に係る書類の添付は要しな

い。  

２  規則第４条第２項第５号に規定する知事が定める事項に係る書類は、次のとおりと

する。  

 

（１）事業実施主体の役員を含む構成員の氏名等、住所等、業種及び連絡先を記した名

  簿  



 

 

（２）事業実施主体の定款・規約等  

（３）補助事業の実施場所を示す地図等  

（４）補助事業の実施体制に関する資料  

（５）事業実施経費にかかる見積書等の写し  

（６）その他知事が必要と認めるもの  

 

（交付決定通知書の様式）  

第９条  規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第５号のとおりとする。  

２  知事は、交付決定に当たり、第７条第３項により補助金に係る消費税等仕入控除税

額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認め

たときは、当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。  

３  知事は、第７条第３項ただし書きによる交付申請がなされたものについては、補助

金に係る消費税等仕入控除税額について補助金の額の確定において必要な減額を行う

こととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。  

４  知事は、第７条第３項ただし書きによる交付申請がなされたものについて、補助金

の額の確定時点において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合には、補助金に係

る消費税等仕入控除税額が確定した時点で、知事が当該消費税等仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずることとなる旨の条件を付して交付決定を行うものとする。  

 

（申請の取下げ）  

第１０条  規則第８条に規定する申請の取下げの期間は、交付決定通知書を受領した日

から７日以内とする。  

２  前項の規定による申請の取下げを行おうとするときは、様式第６号による届出書を

知事に提出しなければならない。  

 

（事業内容の変更等）  

第１１条  第９条の規定に基づき補助金交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」と

 いう。）が、規則第６条の規定に基づいて知事の付した条件に従い、知事の承認を得

 ようとする場合は様式第７号の変更（中止・廃止）承認申請書を知事に提出しなけれ

 ばならない。  

２  規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更とは次の各号に掲げるとおりとす

る。  

（１）補助対象経費の２０％を超えない流用を行うとき。   

（２）変更内容が補助金の交付目的に反せず、かつ事業の対象、数量、実施方法等に大

幅な変更がないもの。  

 

（変更等の承認）  

第１２条  知事は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査し、当該変更

 等を承認するか否かを決定し、様式第８号により補助事業者に通知するものとする。  

 

（補助事業遅延の報告）  

第１３条  補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま



 

 

 れるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに様式第９号の報告書

 を知事に提出し、その指示を受けなければならない。  

 

（補助事業遅延に係る指示）  

第１４条  知事は、前条の遅延の報告があったときは、書面により補助事業者に対し必

要な指示を行うものとする。  

 

（事業説明）  

第１５条  知事は、交付の決定に資するため、あらかじめ、補助事業の実施を希望する

者の事業説明の機会を設けるものとする。  

 

（状況報告）  

第１６条  規則第１１条の規定による状況報告について、知事が必要と認めて要求した

ときは、補助事業者は、様式第１０号による遂行状況報告書を知事に提出しなければ

ならない。  

 

（実績報告書の様式等）  

第１７条  規則第１３条の報告書の様式は、様式第１１号のとおりとする。  

２  前項の報告書には知事が別に定める書類を添付しなければならない。  

３  第７条第３項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第１項の報告書を

提出するに当たって、補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以

外）の場合で、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税

等仕入控除税額を補助金額から減額して報告しなければならない。  

   

（実績報告書の提出時期）  

第１８条  規則第１３条の報告書の提出期限は、補助事業の完了後、３０日以内又は事

業年度の３月３１日のいずれか早い時期とし、その提出部数は１部とする。  

 

（補助金の概算払請求）  

第１９条  補助金は、規則第１４条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に

支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一

部について概算払をすることができる。  

２  補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、様式第

１２号の補助金請求書を知事に提出しなければならない。  

 

（額の確定通知書の様式）  

第２０条  規則第１４条の補助金の額の確定通知は、様式第１３号により行う。  

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第２１条  補助事業者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補

助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額（第１７条第３項の

規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金



 

 

額）等を様式１４号により速やかに知事に報告しなければならない。  

２  知事は、前項の報告があった場合には、期限を定めて、当該消費税等仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。  

 

（ 実 施 効 果 の 報 告 ）  

第２２条  補助対象事業として、空き店舗の解消に向けた取組、繁盛店の創出に向けた

取組又は、インバウンド受入に向けた取組を実施した者は、補助事業が完了してから

６か月後から１２か月後までの期間に事業の実施効果を測定し、速やかに様式第１５

号により知事に報告しなければならない。  

 

（財産処分制限の緩和期間）  

第２３条  規則第１９条ただし書きに規定する知事が定める期間は、事業年度終了（当

該財産取得）後５年間とする。  

 

（処分財産の指定）  

第２４条  規則第１９条第２号に規定する知事が定めるものは、取得価格が１０万円以

上の備品とする。  

２   補助事業者は、前項の財産を処分しようとするときは、あらかじめ様式第１６号に

よる財産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。  

３   知事は、補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があっ

 たときは、その収入に相当する額の全部又は一部を県に納付させることができる。  

 

（書類の整備等）  

第２５条  補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならな

い。  

２  前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の

翌会計年度から５年間保管しなければならない。  

 

（適用範囲）  

第２６条  この要綱の規定は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の  

１９第１項の指定都市においては、適用しない。  

 

（地域振興センター所長への委任）  

第２７条  この要綱で、埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第１５条の

２第１項の規定に基づき、知事から所長に権限が委任される場合においては、当該事

項に係る条項に知事とあるのは管轄する地域振興センターの長とする。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成２７年４月３０日から施行する。  

 

   附  則  



 

 

 この要綱は、平成２９年４月１７日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成３０年４月２５日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、令和３年４月１２日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、令和４年４月１４日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、令和４年１２月９日から施行する。  

  

  附  則  

 この要綱は、令和５年２月９日から施行する。  

 

  附  則  

 この要綱は、令和５年３月１７日から施行する。   



 

 

別表（第４条関係）  

１  対象経費  

 

  事業に要する経費のうち、（１）の経費区分によるものとする。  

 ただし、（２）の経費は対象外とする。  

 

（ 1）経費区分  

 ア  賃金  

   アルバイト代等  

 イ  謝礼金  

   講師謝金、出演料等  

 ウ  印刷製本費  

   印刷費、資料製本費等  

 エ  物品購入費  

   消耗品、教材、資料、装飾材料等  

 オ  備品購入費  

   各種機材購入等   

 カ  役務費  

   郵送代、広告代等  

 キ  委託費  

   デザイン委託、会場設営委託等  

 ク  使用料及び賃借料  

   会場借上、設備賃借、車両借上等  

 

（２）対象外経費 

 ア  間接的な経費  

  イ  景品等  

  ウ  旅費、飲食費  

  エ  その他知事が定めるもの  

 



 

 

別表（第４条関係）  

２  補助率・補助上限額  

 

（１）にぎわい創出に向けた取組  

  （地域商業活性化と持続的発展を図るために行うもの）  

   例：集客イベント、まちゼミ、まちバル、 PR事業等  

 

   補助率：２分の１以内  

   補助上限額：２５万円  

 

（２）空き店舗の解消に向けた取組  

   例：物件調査、データベース化、出店者とのマッチング等に係る経費  

 

   補助率：３分の２以内  

   補助上限額：５０万円  

 

（３）繁盛店の創出に向けた取組  

   例：商圏分析、勉強会、店舗の魅力を PRする事業実施等に係る経費  

   （ただし、個店が実施する取組に要する経費は補助対象外）  

 

   補助率：３分の２以内  

   補助上限額：５０万円  

 

（４）インバウンド受入に向けた取組  

   例：外国人観光客を受け入れる環境整備のための経費、  

         外国人観光客を対象とした広報活動やイベント開催等のための経費  

 

   補助率：３分の２以内  

   補助上限額：５０万円  

 

 

 

 

 


